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第２ 節 初動期 

１  目的 

市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、 感染拡大に備

えて、 市民に新型イ ンフ ルエンザ等の特性や対策等についての状況に応じ た的

確な情報提供・ 共有を 行い、 準備を 促す。  

具体的には、 市民が適切に判断・ 行動でき るよう 、 その時点で把握し ている

科学的根拠等に基づいた正確な情報について、 迅速に分かり やすく 提供・ 共有

する。  

その際、 可能な限り 双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンに基づいたリ スク コ ミ ュ ニ

ケーショ ンを 行う よう 努める。 また、 感染者等に対する偏見・ 差別等は許さ れ

ず、 感染症対策の妨げにも なる こ と 等について情報提供・ 共有すると と も に、

偽・ 誤情報の拡散状況等を踏まえ、 その時点で得ら れた科学的知見等に基づく

情報を 繰り 返し 提供・ 共有する等、 市民の不安の解消等に努める。  

 

２  所要の対応 

市は、 国、 県及び JI HSと 連携し て、 その時点で把握し ている科学的知見等に

基づき 、 新型イ ンフ ルエンザ等の特性、 発生状況、 感染状況の指標、 有効な感

染防止対策等について市民に対し、 以下のと おり 情報提供・ 共有する。（ 総務部、

企画政策部、 保健所）  

 

2-1.  迅速かつ一体的な情報提供・ 共有 

・ 市は、 準備期にあら かじ め定めた内容及び方法により 、 迅速かつ一体的に

情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも 大き く

寄与するこ と を 含めて、 行動変容に資する啓発を 進めると と も に、 冷静な

対応を 促すメ ッ セージを 発出するよう 努める。（ 総務部、 企画政策部、 保

健所）  

・ 市は、 高齢者、 こ ども 、 日本語能力が十分でない外国人、 視覚や聴覚等が 

不自由な方等への適切な配慮を し つつ、 理解し やすい内容や方法での情 

報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健所、 こ ども

未来部、 観光文化部、 教育委員会）  

・ 市は、 感染状況の分かり やすい指標を 設定し 、 地域ごと の感染状況の目安 

を示すこ と について、 検討を 行う 。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 市民の情報収集の利便性向上のため、 市内の新型イ ン フ ルエン ザ 

等に関する情報（ 感染状況、 要請内容、 支援内容等） について、 必要に応 

じ て集約の上、 総覧でき る ウェ ブサイ ト を 立ち 上げる 。（ 総務部、 企画政
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策部、 保健所）  

・ 市は、 準備期にあら かじ め整理さ れた情報提供・ 共有の在り 方を 踏まえ、 

国、県等から 提供さ れる情報や市内の感染状況等について情報提供を 行い、

市民に必要な感染対策への協力を 依頼する 。（ 総務部、 企画政策部、 保健

所）  

・ 市は、 国が公表基準等に関し て、 感染症の特徴等に応じ て必要な見直し を

行っ た場合は、 公表の方針等を 柔軟に見直す。（ 総務部、 企画政策部、 保

健所）  

 

2-2.  双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンの実施 

・ 市は、 感染症対策を円滑に進めていく 上で、 関係者の理解や協力を得るこ

と が重要であるこ と から 、 一方向の情報提供だけでなく 、 SNS の動向やコ

ールセンタ ー等に寄せら れた意見等の把握、 アン ケート 調査等を 通じ て、

情報の受取手の反応や関心を 把握し 、可能な限り 双方向のコ ミ ュ ニケーシ

ョ ン に基づく リ スク コ ミ ュ ニケーショ ンを 行う よ う 努める 。（ 総務部、 企

画政策部、 保健所）  

・ 市は、 国の要請により コ ールセンタ ーを 設置し 、 コ ールセンタ ーを通し て

市民から の相談を 受け付け、感染症に対する正し い知識を普及さ せる。（ 総

務部、 保健所）  

・ 市は、 国から 提供さ れる Q&A を 保健所、 コ ールセン タ ーで共有すると と  

も に、 コ ールセン タ ー等に寄せら れた質問事項等から 、 市民の関心事項 

等を 整理し 、 Q&A等に反映する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

2-3.  偏見・ 差別等や偽・ 誤情報への対応 

・ 市は、 以下の事項等について、 市民へ適切に情報提供・ 共有する。（ 総務

部、 企画政策部、 保健所）  

【 啓発内容】  

・ 感染症は誰でも 感染する可能性があるこ と  

・ 感染者やその家族、所属機関、医療従事者等に対する偏見・ 差別等は、

許さ れるも のではなく 、 法的責任を 伴い得るこ と  

・ こ れら の偏見・ 差別等は、 患者が受診行動を 控える等、 感染症対策の

妨げにも なるこ と  

・ あわせて、 市は、 国が整理する偏見・ 差別等に関する各種相談窓口に関す

る情報を市民に周知すると と も に、市においても 誹謗中傷相談窓口を 設置

し 、 全ての市民の人権が尊重さ れるよ う 努める 。（ 総務部、 企画政策部、

地域・ 市民生活部、 保健所）  
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・ 感染症危機においては、 偽・ 誤情報の流布、 さ ら に SNS 等によっ て増幅

さ れるイ ンフ ォ デミ ッ ク の問題が生じ 得るこ と から 、 市は、 国、 県と 連携

し て、 その時点で得ら れた科学的知見等に基づく 情報を 繰り 返し 提供・ 共

有する等、 市民が正し い情報を 円滑に入手でき る よう 、 適切に対処する。

（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

感染症危機において、 対策を効果的に行う ためには、 リ スク 情報と その見方

の共有等を 通じ て、 市民が適切に判断や行動でき るよう にするこ と が重要であ

る。  

そのため、 市は、 市民が科学的根拠等に基づいて、 適切に判断・ 行動でき る

よ う 、 その時点で把握し ている 科学的根拠等に基づいた正確な情報について、

迅速に分かり やすく 提供・ 共有する。  

また、 個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも 大き く 寄与

するこ と や、 感染者等に対する偏見・ 差別等は許さ れず、 感染症対策の妨げに

も なるこ と 等について情報提供・ 共有すると と も に、 偽・ 誤情報の拡散状況等

を 踏まえ、 その時点で得ら れた科学的知見等に基づく 情報を繰り 返し 提供・ 共

有する等、 市民の不安の解消等に努める。  

 

２  所要の対応 

市は、 国、 県等と 連携し 、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況、 感染拡大防止

措置等の対策等について、 対策の決定プロセスや理由（ どのよう な科学的知見

等を 考慮し てどのよ う に判断がなさ れたのか等）、 実施主体等を 明確にし なが

ら 、 市民及び関係機関に対し 、 以下のと おり 情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、

企画政策部、 保健所）  

 

3-1.  基本的方針 

3-1-1.  迅速かつ一体的な情報提供・ 共有 

・ 市は、 準備期にあら かじ め定めた方法等を 踏まえ、 国、 県等から 提供さ れ

る情報や地域の感染状況を 迅速かつ一体的に情報提供・ 共有する 。（ 総務

部、 企画政策部、 保健所）  

・ その際、 個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも 大き く

寄与するこ と を 含めて、 市は、 感染症の特性を 発信するこ と や、 感染状況

の分かり やすい指標を 設定し 、 感染状況の目安を 示すこ と 等により 、 行動

変容に資する啓発を進めると と も に、 冷静な対応を促すメ ッ セージを 発出

するよう 努める。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 高齢者、 こ ども 、 日本語能力が十分でない外国人、 視覚や聴覚等が

不自由な方等への適切な配慮をし つつ、 理解し やすい内容や方法での情報

提供・ 共有を行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健所、 こ ども 未

来部、 観光文化部、 教育委員会）  

・ 市は、 市民の情報収集の利便性向上のため、 市内の新型イ ンフ ルエンザ等
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に関する情報（ 感染状況、 要請内容、 支援内容等） について、 必要に応じ

て集約の上、 総覧でき るウェ ブサイ ト を 運営する。（ 総務部、企画政策部、

保健所）  

・ 市は、 感染症の特徴や発生状況等の科学的知見等について、 分かり やすく

情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 業界団体を 通じ た情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、

保健所、 関係部局）  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の発生状況等に関する公表基準等に関し 、 感

染症の特徴、 感染状況等に応じ て、 柔軟な見直し を行う 。（ 総務部、 企画

政策部、 保健所）  

 

3-1-2.  双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンの実施 

・ 市は、 感染症対策を 円滑に進めていく 上で、 関係者の理解や協力を得るこ

と が重要であるこ と から、 SNS の動向やコ ールセンタ ー等に寄せら れた意

見等の把握、 アンケート 調査等を 通じ て、 情報の受取手の反応や関心を 把

握し、 可能な限り 双方向のコ ミ ュ ニケーショ ンに基づく リ スク コ ミ ュ ニケ

ーショ ンを 行う よう 努める。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市は、 コ ールセンタ ー等の体制を 維持し 、 必要に応じ て体制を 強化する。

（ 総務部、 保健所）  

・ 国から 配布さ れた Q&A の改定、 コ ールセンタ ー等に寄せら れた質問事項

等を  Q&A 等に反映し 、 コ ールセンタ ーや保健所等に情報共有する。（ 総務

部、 保健所）  

 

3-1-3.  偏見・ 差別等や偽・ 誤情報への対応 

・ 市は、 以下の事項等について適切に情報提供・ 共有する。（ 総務部、 企画

政策部、 保健所）  

【 啓発内容】  

・ 感染症は誰でも 感染する可能性があるこ と  

・ 感染者やその家族、 所属機関、 医療従事者等に対する偏見・ 差別等

は、 許さ れるも のではなく 、 法的責任を 伴い得るこ と  

・ こ れら の偏見・ 差別等は、 患者が受診行動を控える等、 感染症対策

の妨げにも なるこ と 等 

・ あわせて、 市は、 偏見・ 差別等に関する国・ 県、 NPO等の各種相談窓口に

関する情報を整理し 、 市民に周知すると と も に、 誹謗中傷相談窓口にお

ける相談対応を 充実さ せ、 全ての市民の人権が尊重さ れるよう 努める。

（ 総務部、 企画政策部、 地域・ 市民生活部、 保健所）  
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・ 市は、 偽・ 誤情報の流布等の状況も 踏まえ、 科学的知見等に基づく 情報を

繰り 返し 提供・ 共有する等、 市民が正し い情報を 円滑に入手でき るよ う 、

適切に対処する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

3-2. リ スク 評価に基づく 方針の決定・ 見直し  

・ 市は、 病原体の性状等が明ら かになっ た状況に応じ て、 以下のと おり 対応

する。  

 

3-2-1.  封じ 込めを 念頭に対応する時期 

・ 国内での新型イ ンフ ルエンザ等の発生の初期段階には、封じ 込めを念頭に、

感染拡大防止を 徹底するこ と が考えら れる。  

・ その際、 市は、 市民の感染拡大防止措置に対する理解・ 協力を 得るため、

病原体の性状等について限ら れた知見し か把握し ていない場合は、その旨

を含め、 国等の政策判断の根拠を 丁寧に説明する。 （ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 感染者等に対する偏見・ 差別等が助長さ れる可能性がある場合は、

偏見・ 差別等が許さ れないこ と や感染症対策の妨げにも なるこ と を周知す

る。 （ 総務部、 企画政策部、 地域・ 市民生活部、 保健所）  

・ 市は、 個人や事業所レ ベルでの感染対策が、 社会における感染拡大防止に

も 大き く 寄与するこ と 、不要不急の外出や都道府県間の移動等の自粛を 求

める際には、それら の行動制限が早期の感染拡大防止に必要なも のである

こ と 等について、可能な限り 科学的根拠等に基づいて分かり やすく 説明を

行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）

 

3-2-2.  病原体の性状等に応じ て対応する時期 

3-2-2-1.  病原体の性状等を踏まえたリ スク 評価に基づく 対策の説明 

・ 病原体の性状等を 踏まえたリ スク 評価に基づき 、 感染拡大防止措置等が

見直さ れるこ と が考えら れる。  

・ その際、 市は、 市民が適切に対応でき るよう 、 その時点で把握し ている

科学的知見等に基づく 感染拡大防止措置等について、 従前から の変更点

や変更理由等を 含め、 分かり やすく 説明を行う 。（ 総務部、 企画政策部、

保健所）  

 

3-2-2-2.  こ ども や若者、 高齢者等が重症化し やすい場合の対策の説明 

・ 病原体の性状等を 踏まえたリ スク 評価や影響の大き い年齢層に応じ て、

特措法に基づく 措置の強度や市民への協力要請の方法が異なり 得るこ と

から 、 市は、 当該対策を実施する理由等について、 可能な限り 科学的根
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拠等に基づいて分かり やすく 説明を 行う 。 （ 総務部、 企画政策部、 保健

福祉部、 保健所、 こ ども 未来部、 教育委員会）  

 

3-2-3.  特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

・ ワク チン等により 免疫の獲得が進むこ と 、 病原体の変異により 病原性や

感染性等が低下するこ と 及び新型イ ンフ ルエンザ等への対応力が一定水

準を 上回るこ と により 、 特措法によら ない基本的な感染症対策へと 移行

し ていく 段階では、 市は、 平時への移行に伴い留意すべき 点（ 医療提供

体制や感染対策の見直し 等） について、 丁寧に情報提供・ 共有を行う 。

（ 総務部、 企画政策部、 保健福祉部、 保健所）  

・ また、 個人の判断に委ねる感染症対策に移行するこ と に不安を 感じ る層

に対し 、 市は、 可能な限り 市民と 双方向のリ スク コ ミ ュ ニケーショ ンを

行いつつ、 リ スク 情報と その見方の共有等を 通じ 、 当該対策について、

理解・ 協力を得る。 （ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ また、 順次、 広報体制の縮小等を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  
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第５ 章 水際対策 

第１ 節 準備期 

１  目的 

市は、 平時から 検疫所等関係機関と 水際対策に係る体制整備や訓練を行う

と と も に、 国が整備し たシステムを 活用する準備を 進めるこ と により 、 海外

で新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合に円滑かつ迅速な水際対策を 実施で

き るよう にする。  

 

２  所要の対応 

1-1.  水際対策の実施に関する体制の整備 

・ 市は、 国が協定締結を行う 検疫法に基づく 隔離57、 停留58で用いる医療機関

や搬送機関と の連携体制を 構築すると と も に、国が水際対策関係者に対し

て実施する訓練に参加し 、 水際対策の実効性を 高める。（ 保健所）  

・ 市は、 検疫体制の整備のため、 国から の依頼に応じ て、 検疫に係る検査を

実施するなどの協力に努める。（ 保健所）  

・ 市は、 検疫所が実施する訓練の機会等において、 新型イ ンフ ルエンザ等発

生時における対策、 連絡手順、 協力事項等の共有を 図っ ておく 。 また、 水

際対策関係者は個人防護具の整備を 行う 。 （ 総務部、 保健所）  

 

 

57 検疫法第 14 条第１ 項第１ 号及び第 15 条第１ 項 

58 検疫法第 14 条第１ 項第２ 号及び第 16 条第２ 項 
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第２ 節 初動期 

１  目的 

病原体の国内侵入を 完全に防ぐ こ と は困難であるため、 疾病の特徴や海外の

感染拡大の状況等を踏まえて、 迅速に水際対策を実施し 、 国内への病原体の侵

入や感染拡大のスピード をでき る限り 遅ら せ、 国内の医療提供体制等の確保等

の感染症危機への対策に対応する 準備を 行う 時間を 確保する こ と が重要であ

る。  

発生当初、 感染症の特徴や病原体の性状に関する情報が限ら れている場合は、

過去の知見等も 踏まえ、 病原性や感染性等が高い場合のリ スク を 想定し 、 強力

な水際対策を 実施する必要がある。 常に新し い情報を 収集し 、 対策の必要性を

評価し 、 更なる情報が得ら れ次第、 適切な対策へと 切り 替える。 また、 状況の

進展に応じ て、 水際対策の見直し を 行う 。  

 

２  所要の対応 

2-1.  新型イ ンフ ルエンザ等の発生初期の対応 

・ 市は、 国が公表する 海外における発生状況等を関係機関（ 医師会、 感染症

指定医療機関等） と 情報共有する。（ 保健所）  

・ 市は、管轄地域に所在する帰国者等の情報について国から 提供を 受けた場

合は、 必要に応じ て対象者の健康監視を 実施する。（ 保健所）  

・ 市は、 国が感染症危険情報を 発出し 、 在外邦人や出国予定者に対し て不要

不急の渡航の中止等の注意喚起を 行っ た場合、 市民や関係機関（ 医師会、

感染症指定医療機関等） へ迅速に情報提供を行う 。（ 総務部、企画政策部、

保健所）  

 

2-2.  新型イ ンフ ルエンザ等の検疫法上の類型の決定等59 

・ 市は、国が当該感染症について検疫法上の指定を 行っ た場合、関係機関（ 医

師会、 感染症指定医療機関等） へ情報提供を 行う 。（ 保健所）  

 

2-3.  検疫措置の強化 

・ 市は、 国が行う 検疫に係る検査体制の整備に協力する。（ 保健所）  

・ 市は、 国が行う 検疫法による隔離・ 停留で用いる医療機関や搬送業者と の

連携体制の整備に協力する。（ 保健所）  

・ 市は、 国から 示さ れる診察・ 検査60、 隔離、 停留、 宿泊施設や居宅等での

 

59 検疫法第２ 条、 第 34 条及び第 34 条の２  

60 検疫法第 13 条第１ 項 
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待機要請61や健康監視等の検疫措置に関する情報を関係機関（ 医師会、 感

染症指定医療機関等） と 共有する。（ 保健所）  

・ 検査の結果、 陽性者については、 国において医療機関での隔離、 宿泊施設

での待機要請62が実施さ れる。また、陰性者や検査対象外の者については、

医療機関又は宿泊施設での停留、 宿泊施設又は居宅等での待機要請、 健康

監視の対象と なるが、 市は、 国から 健康監視対象者の情報提供があっ た場

合は、 対象者の健康監視等を 行う 。（ 保健所）  

・ 市は、 国が、 停留、 待機要請及び健康監視の対象者の範囲を 変更し た場合

は、 関係機関（ 医師会、 感染症指定医療機関等） と 情報共有を 行う 。（ 保健

所）  

・ 市は、 国が当該感染症について、 無症状病原体保有者から の感染が見ら れ

る場合等、 検疫措置の強化を 図っ た場合は、 関係機関（ 医師会、 感染症指

定医療機関等） と 情報共有を 行う 。（ 保健所）  

・ 市は、 国が、 検疫法に基づく 検疫感染症の発生又はまん延を 防止するため

の指示及び居宅等での待機指示や外出し ていないこ と の報告徴収等の水

際対策を 徹底するための措置63並びに水際対策への協力が得ら れない者に

対する措置を実施する場合は、 関係機関（ 県、 他市町村、 警察等） と 情報

共有を 行う 。（ 総務部、 保健所）  

 

2-4.  密入国者対策 

・ 市は、国から 密入国者の中に感染者又は感染し たおそれのある者がいると

の情報提供があっ た場合は、 国から の要請に基づき 、 必要に応じ て国が行

う 検疫措置に協力する。（ 総務部、 保健所）  

 

2-5.  システムの稼働 

・ 市は、 国が準備期に整備し たシステムを 稼働さ せた場合、 当該システムを

活用し て健康監視等を 実施する。（ 保健所）  

 

2-6.  関係団体等と の連携 

・ 市は、 国、 県と 連携し て、 居宅等待機者等に対し て健康監視等を 実施する
64。（ 保健所）  

・ 市は、 健康監視の実施にあたり 通訳等の体制整備のため、 関係団体等に対

応を 依頼する。 （ 保健所、 観光文化部）  

 

61 検疫法第 14 条第１ 項第３ 号及び第 16 条の２ 第２ 項 

62 検疫法第 14 条第１ 項第３ 号及び第 16 条の２ 第１ 項 

63 検疫法第 13 条の３ 、 第 16 条の２ 及び第 16 条の３  

64 感染症法第 15 条の３ 第１ 項 
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第３ 節 対応期 

１  目的 

新たな病原体（ 変異株を含む。） の侵入や感染拡大のスピード をでき る限り

遅ら せ、 感染拡大に対する準備を 行う 時間を確保する必要がある。  

新型イ ンフ ルエンザ等の特徴や国内外における感染拡大の状況等を 踏ま

え、 国民生活及び社会経済活動に与える影響等も 考慮し ながら 、 時宜に応じ

適切かつ柔軟に水際対策の強化又は緩和を 検討し 、 実施する。  

 

２  所要の対応 

3-1.  封じ 込めを 念頭に対応する時期 

・ 市は、 状況の変化を 踏まえ、 第２ 節の対応を 継続する。（ 総務部、 企画政

策部、 保健所）  

・ 保健所が患者への対応により 健康監視対象者への対応が困難な場合は、感

染症法の規定に基づき 、国に対し て健康監視の実施を要請する。（ 総務部、

保健所）  

 

3-2.  病原体の性状等に応じ て対応する時期 

・ 国は、 第２ 節の対応を継続し つつ、 リ スク 評価の結果に基づき 、 国内外の

感染状況、 国内の医療提供体制の状況、 対策の効果や国民生活及び社会経

済活動に与える影響等を踏まえつつ、 水際対策を検討し 、 実施する。  

・ また、 当該感染症の新たな変異株が海外で発生し た場合には、 当該病原体

の性状が確認でき るまでの間は水際対策を強化し 、病原体の性状や国内外

の感染状況等を 踏まえて対策の強度を切り 替える。  

・ 市は、 国の対応の変更を 受け、 対策の切り 替えを行う 。（ 総務部、 保健所）  

 

3-3.  ワク チンや治療薬等により 対応力が高まる時期 

・ 国は、 第２ 節対応を 継続し つつ、 以下のア～ウの取組を 行う 。 市は、 国の

対応の変更を受け、 対策の切り 替えを行う 。（ 総務部、 保健所）  

ア 国は、 ワク チンや治療薬の開発や普及によっ て、 感染拡大に伴う リ ス

ク が低下すると 考えら れるこ と から 、こ れら の開発や普及状況に応じ て

水際対策の実施方法の変更、 緩和又は中止を検討し 、 実施する。  

イ  国は、 病原体の性状や国内外の感染状況等の変化により 、 国内の医療

提供体制の状況、 対策の効果や国民生活及び社会経済活動に与える影響

等を踏まえつつ、 水際対策に合理性が認めら れなく なっ た場合には、 水

際対策を縮小又は中止する。  

ウ 国は、 当該感染症の新たな変異株が海外で発生し た場合には、 当該病
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原体の性状が確認でき るまでの間は水際対策を 強化し 、病原体の性状や

国内外の感染状況等を 踏まえて対策の強度を切り 替える。  

 

3-4.  水際対策の変更の方針の公表  

・ 市は、 国が水際対策の強化、 緩和又は中止を 行う こ と を 公表し た場合は、

速やかに関係機関（ 医師会、 感染症指定医療機関等） に連絡を行う と と も

に、 健康監視等の対応を変更する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  
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第６ 章 まん延防止65 

第１ 節 準備期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 確保さ れた医療提供体制で対応でき る

レ ベルに感染拡大のスピード やピーク を 抑制するこ と で、 市民の生命及び健

康を保護するこ と が重要である。  

こ のため、 市は、 有事におけるまん延防止対策への協力を得ると と も に、

まん延防止対策による社会的影響を 緩和するため、 市民や事業者の理解促進

に取り 組む。  

 

２  所要の対応 

1-1.  新型イ ンフ ルエンザ等の発生時の対策強化に向けた理解や準備の促進等 

・ 市は、 市行動計画に基づき 、 新型イ ンフ ルエンザ等対策と し て想定さ れる

対策の内容やその意義について周知広報を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、

保健所）  

・ 市は、 換気、 マスク 着用等の咳エチケッ ト 、 手指衛生、 人混みを 避ける等

の基本的な感染対策の普及を 図る。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 市民に対し て、 自ら の感染が疑われる場合は、 相談センタ ーに連絡し 指示

を仰ぐ こ と や、 感染を 広げないよう に不要不急の外出を 控えるこ と 、 マス

ク の着用等の咳エチケッ ト を 行う こ と 等の有事の対応等について、平時か

ら 理解促進を図る。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 公共交通機関については、 旅客運送を 確保するため指定（ 地方） 公共機関

と なるも のであり 、 適切な運送を 図る観点から 、 当該感染症の症状のある

者の乗車自粛や、 マスク 着用等の咳エチケッ ト の徹底、 時差出勤や自転車

等の活用の呼びかけ等が想定さ れる。 市は、 その運行に当たっ ての留意点

等について、調査研究の結果を 踏まえて国が行う 指定地方公共機関への周

知に協力する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

 

  

 

65 特措法第８ 条第２ 項第２ 号ロ（ 新型イ ンフ ルエンザ等のまん延の防止に関する事項） に対応する記載事項。  
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第２ 節 初動期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に、 まん延防止対策の適切かつ迅速な実施

により 感染拡大のスピード やピーク を抑制し 、 医療提供体制等の整備を図る

ための時間を 確保すると と も に、 ピーク 時の受診患者数や入院患者数等を 減

少さ せ、 確保さ れた医療提供体制で対応可能と なるこ と が重要である。  

こ のため、 市は、 市内及び周辺市町村におけるまん延を 防止し 、 まん延時

には迅速な対応がと れるよう 準備等を行う 。  

 

２  所要の対応 

2-1.  国内でのまん延防止対策の準備 

・ 市は、 国、 県と 相互に連携し 、 国内における新型イ ンフ ルエンザ等の患者

の発生に備え、 感染症法に基づく 患者への対応（ 入院勧告・ 措置等） や患

者の同居者等の濃厚接触者への対応（ 外出自粛要請、 健康観察の実施、 有

症時の対応指導等） の確認を 進める。（ 保健所）  

・ 市は、 国と 連携し 、 検疫所から 新型イ ンフ ルエンザ等に感染し た疑いのあ

る帰国者等に関する情報の通知を 受けた場合は、 相互に連携し 、 適切に対

応する。（ 保健所）  

・ 市は、 JI HS から 、 感染症の特徴や病原体の性状、 臨床像等に関する情報等

の分析やリ スク 評価に基づく 有効なま ん延防止対策に資する 情報につい

て、 速やかに提供を受ける。（ 保健所）  

・ 感染者の増加に備え、感染者情報等を 管理するためのシステム構築を 検討

する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 業務継続計画に基づく 対応の準備を行う 。（ 総務部、 全部局）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の感染拡大のスピード やピーク を 抑制するため、

まん延防止対策を 講ずるこ と で、 医療のひっ 迫を回避し 、 市民の生命及び健康

を 保護する。 その際、 市民生活及び経済活動への影響も 十分考慮する。  

また、 準備期で国が検討し た指標やデータ 等を活用し ながら 、 緊急事態措置

を はじ めと する対策の効果及び影響を総合的に勘案し 、 柔軟かつ機動的に対策

を 切り 替えていく こ と で、 市民生活及び経済活動への影響の軽減を図る。  

 

２  所要の対応 

3-1.  まん延防止対策の内容 

・ 市は、 国及びJI HSによる情報の分析やリ スク 評価に基づき 、 感染症の特

徴や病原体の性状、 変異の状況、 感染状況及び市民の免疫の獲得の状況

等に応じ た、 適切なまん延防止対策を講ずる。 （ 総務部、 保健所、 関係

部局）  

・ まん延防止対策を講ずるに際し ては、市民生活及び経済活動への影響も 十

分考慮する。 （ 総務部、 保健所、 関係部局）  

 

3-1-1.  患者や濃厚接触者への対応 

・ 市は、 国、 県と 連携し 、 地域の感染状況等に応じ て、 感染症法に基づき 、

患者への対応（ 入院勧告・ 措置等） 66や患者の同居者等の濃厚接触者への

対応（ 外出自粛要請等） 67等の措置を 行う 。（ 保健所）  

・ 病原体の性状等についての情報収集等で得ら れた知見等を 踏まえ、感染拡

大防止対策に有効と 考えら れる措置がある場合には、そう し た対応も 組み

合わせて実施する。（ 保健所）  

 

3-1-2.  患者や濃厚接触者以外の市民に対する要請等 

3-1-2-1. 外出等に係る要請等 

・ 市は、 県から 、 集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リ

スク が高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動自粛要請が行われ

た場合は、積極的に市民への周知を 行う 。（ 総務部、企画政策部、保健所、

関係部局）  

・ 市は、 県から 、 まん延防止等重点措置と し ての外出自粛要請や、 緊急事態

措置と し てみだり に居宅等から 外出し ないこ と 等の要請が行われた場合

 

66 感染症法第 26 条第２ 項の規定により 準用する感染症法第 19 条 

67 感染症法第 44 条の３ 第１ 項 
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は、 積極的に市民への周知を 行う 。 （ 総務部、 企画政策部、 保健所、 関係

部局）  

・ 市は、緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると 認めると

き は、 緊急事態措置に関する総合調整を 行う 68。（ 総務部、 関係部局）  

 

3-1-2-2. 基本的な感染対策に係る要請等 

・ 市は、 市民に対し 、 換気、 マスク 着用等の咳エチケッ ト 、 手指衛生、 人混

みを 避ける等の基本的な感染対策、 時差出勤やテレ ワーク 、 オンラ イ ン会

議の活用等の取組を勧奨し 、必要に応じ 、その徹底を要請する。（ 総務部、

企画政策部、 保健所、 全部局）   

 

3-1-3 事業者や学校等に対する要請 

3-1-3-1.  営業時間の変更や休業要請等 

・ 市は、 県がまん延防止等重点措置と し て、 事業を行う 者に対する営業時

間の変更69の要請を 行っ た場合は、 関係団体等と 協力し てその徹底を 図

る。 （ 総務部、 企画政策部、 経済産業振興部、 保健所、 関係部局）  

・ 県から 緊急事態措置と し て、 学校等の多数の者が利用する施設70を管理す

る者又は当該施設を使用し て催物を 開催する者（ 以下「 施設管理者等」 と

いう 。） に対する施設の使用制限（ 人数制限や無観客開催） や停止（ 休業）

等の要請71があっ た場合は、 関係団体等と 協力し てその徹底を 図る。 （ 総

務部、 企画政策部、 こ ども 未来部、 スポーツ部、 教育委員会、 関係部局） 

 

3-1-3-2.  その他の事業者に対する要請 

・ 市は、 事業者に対し て、 職場における感染対策の徹底を 要請すると と も

に、 従業員に基本的な感染対策等を 勧奨し 、 又は徹底するこ と を協力要

請する。 （ 総務部、 経済産業振興部、 保健所、 関係部局）  

・ 当該感染症の症状が認めら れた従業員の健康管理や受診を 勧奨するこ

と 、 出勤が必要な者以外のテレワーク 、 こ ども の通う 学校等が臨時休業

等を し た場合の保護者である従業員への配慮等の協力を 要請する。 （ 総

務部、 経済産業振興部、 保健所、 関係部局）  

・ 市及び関係機関は、 国の要請を受けて、 病院、 高齢者施設等の基礎疾患

を有する者が集まる施設や、 多数の者が居住する施設等における感染対

策を 強化する。 （ 総務部、 保健福祉部、 保健所、 関係部局）  

 

68 特措法第 36 条第 1 項 

69 特措法第 31 条の 8 第 1 項 

70 新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法施行令（ 平成 25 年政令第 122 号） 第 11 条に規定する施設に限る。  

71 特措法第 45 条第 2 項 
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・ 市は、 集団感染の発生施設や不特定多数の者が集まる等の感染リ スク が

高まる場所等について、 施設の管理者等に対し て、 基本的な感染対策の

徹底や、 人数制限等の安全性を確保するための計画策定等を要請する。

（ 総務部、 保健所、 関係部局）  

 

3-1-3-3.  学級閉鎖・ 休校等の要請 

・ 市は、 感染状況、 病原体の性状等を 踏まえ、 必要に応じ て、 学校・ 保育

施設等における感染対策の実施に資する情報提供・ 共有を 行う 。 （ 総務

部、 保健所、 こ ども 未来部、 教育委員会）  

・ 学校保健安全法（ 昭和33年法律第56号） に基づく 臨時休業72（ 学級閉鎖、

学年閉鎖又は休校） 等を地域の感染状況等に鑑みて適切に判断するよ

う 、 県から 設置者等に要請があっ た場合、 市は学校の設置者と し て、 感

染症の予防上必要があるかを 判断し 、 臨時に、 学校の全部または一部の

休業を 行う 。 （ 総務部、 保健所、 教育委員会）  

 

3-1-3-4.  公共交通機関等に対する要請 

・ 市は、 公共交通機関等に対し 、 利用者へのマスク 着用の励行の呼びかけ

等適切な感染対策を講ずるよう 要請する。 また、 正し い根拠に基づかな

い乗車拒否等が起こ ら ないよう 、 事業者に対し 感染対策に関する周知を

図る。 （ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

 

3-2.  時期に応じ たまん延防止対策の実施の考え方 

3-2-1.  封じ 込めを 念頭に対応する時期 

・ 市は、 医療のひっ 迫を 回避し 、 市民の生命及び健康を保護するため、 必

要な検査を 実施し 、 上記3-1-1の患者や濃厚接触者への対応等に加え、 人

と 人と の接触機会を減ら す等の対応により 封じ 込めを念頭に対策を 講ず

る。 （ 総務部、 保健所、 関係部局）  

 

3-2-2.  病原体の性状等に応じ て対応する時期 

・ 市は、 病原体の性状等に応じ て、 国、 県が行う 措置等が円滑に実施でき

るよう 必要な対応を検討、 実施する。 （ 総務部、 保健所、 関係部局）  

・ こ ども や高齢者、 特定の既往症や現病歴を有する者が感染・ 重症化し や

すい傾向がある等の特定のグループに対する感染リ スク や重症化リ スク

が高い場合は、 そのグループに対する重点的な感染症対策を実施する。

 

72 学校保健安全法第 20 条 
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（ 総務部、 保健所、 関係部局）  

・ 病原体の性状等を 踏まえた大く く り の分類に基づく 国、 県の対応は以下

のと おり 。  

病原性と 感染性 リ スク 評価に基づく 国、 県の対応の考え方 

病原性： 高い 

感染性： 高い 

・ 国及び県は、 まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実

施も 含め、 強度の高いまん延防止対策を 講ずる 

病原性： 高い 

感染性： 高く ない 

・ 基本的には患者や濃厚接触者への対応等を徹底するこ と

で感染拡大の防止を目指す 

・ 医療の提供に支障が生じ るおそれがある等の場合、 国及

び県は、 まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を

検討する 

病原性： 高く ない 

感染性： 高い 

・ 県は、 強度の低いまん延防止対策を実施し つつ、 宿泊療

養や自宅療養等の体制を 確保する 

・ 県は、 予防計画及び医療計画に基づき 、 医療機関の役割

分担を 適切に見直す 

・ 地域に医療のひっ 迫のおそれが生じ た場合、 県は当該状

況の発生を 公表し 、 更なる感染拡大防止への協力を 呼び

かける 

・ 国は、 県を 支援するため、 より 効果的・ 効率的な感染対

策を実施でき るよう 、 関係省庁や業界団体等と の連携や

調整、 好事例の提供や導入支援、 感染対策に関する助

言・ 指導等を行う  

・ 医療の提供に支障が生じ るおそれがある等の場合、 国及

び県は、 まん延防止等重点措置や緊急事態措置の実施を

検討する 

3-2-3.  ワク チンや治療薬等により 対応力が高まる時期 

・ ワク チンや治療薬の開発や普及により 、 感染拡大に伴う リ スク が低下し たと

認めら れる場合、 県は、 強度の低いまん延防止対策を 実施し つつ、 特措法に

よら ない基本的な感染症対策への速やかな移行を 検討する。  

・ 市は、 市民に対し て基本的な感染対策の継続を 依頼する。 （ 総務部、 企画政

策部、 保健所、 関係部局）  

・ 市は、 使用制限や停止と し ていた施設について、 病原体の性状や市内の感染

状況に応じ 、 再開までの過程及び引き 続き 必要と なる感染対策について関係

団体と 共に検討する。（ 総務部、 企画政策部、 こ ども 未来部、 スポーツ部、 教

育委員会、 関係部局）  
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3-2-4.  特措法によら ない基本的な感染症対策に移行する時期 

・ 行動制限等の要請がなく なっ た後は、 段階的に制限を 緩和し 、 病原体の性状

に応じ 、市民に対し て場面に応じ た基本的な感染対策の継続を 依頼する。（ 総

務部、 企画政策部、 保健所、 関係部局）  
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第７ 章 ワク チン 73 

第１ 節 準備期 

１  目的 

ワク チンの接種体制について、 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た場合に円滑

な接種を実現するために、 国、 県の要請に基づき 、 接種体制の構築等、 必要な

準備を 行う 。  

 

２  所要の対応 

1-1.  ワク チンの研究開発に係る人材の育成及び活用 

・ 市は、 ワク チンの研究開発の担い手を 確保するため、 大学等の研究機関に

対し て国及び JI HS が支援する感染症の基礎研究から 治験等臨床研究の領

域における人材育成等に協力する。 （ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 国、 県と 連携し ながら 、 育成し た人材について、 キャ リ ア形成の支

援等を 通じ て積極的に活用するこ と により 、研究を推進する医療機関や研

究機関等と の連携ネッ ト ワーク に参画する 感染症指定医療機関等におけ

る研究開発の実施体制の強化を支援する。 （ 総務部、 保健所）  

 

1-2.  ワク チンの接種に必要な資材等の確保 

・ 市は、 平時から 予防接種に必要と なる資材の確保方法等の確認を行い、 接

種を 実施する場合に速やかに確保でき るよう 準備する。（ 総務部、保健所）  

 

1-3. ワク チン流通に係る体制の整備 

1-3-1.  登録事業者の登録に係る周知・ 登録 

・ 市は、 国、 県と 連携し て、 事業者に対し て、 国が定める特定接種の対象と

なり 得る者に関する基準、 特定接種に係る接種体制、 事業継続に係る要件

や登録手続等を 示す登録実施要領を 周知すると と も に、国の構築する登録

事業者を管理するデータ ベースへの登録作業に係る周知を 行う 。  

・ 市は、 国が行う 事業者の登録申請の受付、 基準に該当する事業者の登録に

協力する。  

 

1-3-2.  ワク チンの供給体制 

・ 市は、 市内のワク チン配送事業者の把握をするほか、 医療機関単位のワク

チン分配量を 決定のため、 医療機関と 密に連携し 、 ワク チンの供給量が限

定さ れた状況に備え、ワク チンの供給量に応じ た医療機関ごと の分配量を

 

73 特措法第８ 条第２ 項第２ 号ロ（ 住民に対する予防接種の実施） に対応する記載事項。  
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想定し ておく 。（ 総務部、 保健所）  

 

1-4.  接種体制の構築 

1-4-1.  接種体制 

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等の発生時に速やかに接種体制が構築でき るよ

う 、 国が示す接種会場や接種に携わる医療従事者の確保、 接種の優先順位

の考え方等について情報収集する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、居住する地方公共団体以外の地方公共団体における接種を 可能にす

るよう 、全国の医療機関と 集合的な契約を 結ぶこ と ができ るシステムにつ

いて、 国の構築状況を 確認し 、 接種体制の構築に活用する 。（ 総務部、 保

健所）  

・ 市は、 医師会等の関係者と 連携し 、 接種に必要な人員、 会場、 資材等を 含

めた接種体制の構築に必要な訓練を 平時から 行う 。（ 総務部、 保健所）  

 

1-4-2.  特定接種 

・ 新型イ ンフ ルエンザ等対策の実施に携わる地方公務員については、原則と

し て当該地方公務員の所属する県または市町村において、集団的な接種を

実施するこ と と なるため、 市は、 国の要請に基づき 、 特定接種を 速やかに

実施でき るよう 、 体制を構築する。（ 総務部、 保健所）  

・ 事業者において特定接種を実施する場合は、 企業内診療所での接種、 外部

医療機関から の診療による接種が考えら れる。実施にあたり 新たに許可等

が必要な場合、 市は迅速に対応する。（ 保健所）  

 

1-4-3.  住民接種 

・ 市は、 平時から 以下（ ア） から（ ウ） までのと おり 迅速な予防接種等を 実

現するための準備を行う 。（ 保健所）  

（ ア） 市は、 国等の協力を 得ながら 、 市内に居住する者に対し 、 速やかに

ワク チンを 接種するための体制の構築を図る 74。  

（ イ ） 市は、 円滑な接種の実施のため、 システムを活用し て全国の医療機

関と 委託契約を 結ぶ等、 居住する市以外の地方公共団体における接

種を 可能にするよう 取組を 進める。  

（ ウ） 市は、 国から の接種体制の具体的なモデルを示す等の技術的な支援

を 受けながら 、 医師会等の医療関係者や学校関係者等と 協力し 、 速

やかに接種でき るよう 、 接種に携わる医療従事者等の体制や、 接種

 

74 予防接種法第６ 条第３ 項 
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の場所、 接種の時期の周知・ 予約等の接種の具体的な実施方法につ

いて準備を 進める。  

・ 接種の準備に当たっ ては、予防接種業務所管部署の平時を 大幅に上回る業

務量が見込まれるため、 組織・ 人事管理などを 担う 部署も 関与し た上で、

全庁的な実施体制の確保を 行う 。（ 総務部、 保健所、 全部局）  

 

1-5.  情報提供・ 共有 

1-5-1.  住民への対応 

・ 市は、 国及び県と と も に、 新型イ ンフ ルエンザ等対策におけるワク チンの

役割や有効性及び安全性、 供給体制・ 接種体制、 接種対象者、 接種順位の

在り 方等の基本的な情報についてホームページや SNS 等を 通じ て情報提

供・ 共有を 行い、 住民の理解促進を 図る。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  

・ 新型イ ンフ ルエンザのワク チン接種にあたり 、 市は、 定期接種の実施主体

と し て、 医師会等関係団体と の連携のも と 、 適正かつ効率的な予防接種の

実施、 健康被害の救済及び住民への情報提供を 行う 。（ 総務部、 企画政策

部、 保健所）  

・ ワク チン忌避を 拡大さ せないため、 市は、 平時を 含めた準備期において、

定期接種の被接種者に分かり やすい情報提供を 行う 。（ 総務部、 企画政策

部、 保健所）  

 

1-6.  DX の推進 

・ 市は、 予防接種業務が速やかに、 誤り なく 遂行でき るよう 必要なシステム

の整備を行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所）  
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第２ 節 初動期 

１  目的 

準備期から 計画し た接種体制等により 、 速やかな予防接種へと つなげる。  

 

２  所要の対応 

2-1.  接種体制 

2-1-1.  接種体制の構築 

・ 市は、 国から のワク チンの供給量、 必要な資材等、 接種の実施方法、 必要

な予算措置等の情報提供・ 共有に基づき 、 接種会場や接種に携わる医療従

事者等の確保等、 接種体制の構築を 行う 。 また、 必要な資材を適切に確保

する。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  

 

2-1-2.  特定接種 

・ 市は、地域医師会、歯科医師会等の協力を 得て、医療従事者の確保を図る。  

また、 接種体制を 構築する登録事業者に対し て、 医療従事者の確保に向け

て地域医師会等の調整が得ら れる よう 必要な支援を 行う 。（ 総務部、 保健

福祉部、 保健所、 保健福祉部）  

 

2-1-3.  住民接種 

・ 市は、 接種が円滑に行われるよう 、 政府ガイ ド ラ イ ンを参考に接種予定数

の把握や予約の受付方法、 会場の選定、 接種に必要な人材及び資材の確保

等について検討する。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  

・ 市は、 高齢者支援施設、 社会福祉施設等に入所中の者など、 接種会場での

接種が困難な者が接種を受けら れるよう 、 関係団体と 連携し 、 接種体制を

構築する。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  
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第３ 節 対応期 

１  目的 

確保し たワク チンを 円滑に流通さ せ、 構築し た接種体制に基づき 迅速に接

種でき るよう にする。 また、 ワク チンを 接種し たこ と による症状等について

も 適切な情報収集を行う と と も に、 健康被害の迅速な救済に努める。  

あら かじ め準備期に計画し た供給体制及び接種体制に基づき 、 ワク チンの

接種を 実施する。 また、 実際の供給量や医療従事者等の体制等を 踏まえ関係

者間で随時の見直し を 行い、 柔軟な運用が可能な体制を維持する。  

 

２  所要の対応 

3-1.  ワク チンや必要な資材の供給 

・ 市は、 厚生労働省から の要請を 受けて、 ワク チン及び必要な資材の流通、

需要量及び供給等に関する調整を 行う 。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  

 

3-2.  接種体制 

・ 市は、初動期に構築し た接種体制に基づき 接種を 行う 。（ 総務部、保健所、

保健福祉部）  

・ 市は、新型イ ンフ ルエンザ等の流行株が変異し 追加接種を 行う 場合におい

ても 、混乱なく 円滑に接種が進めら れるよう に、国や医療機関と 連携し て、

接種体制の継続的な整備に努める。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  

 

3-2-1.  特定接種 

3-2-1-1.  地方公務員に対する特定接種の実施 

・ 国が特定接種を実施するこ と を 決定し た場合、 市は、 国と 連携し 、 新型イ

ン フ ルエン ザ等対策の実施に携わる 地方公務員の対象者に集団的な接種

を 行う こ と を 基本と し て、 本人の同意を得て特定接種を行う 。（ 総務部、

保健所、 保健福祉部、 関係部局）  

 

3-2-2.  住民接種 

3-2-2-1.  予防接種の準備 

・ 市は、 国、 県と 連携し て、 接種体制の準備を 行う 。 ( 総務部、 保健所、 保健

福祉部、 関係部局)  

 

3-2-2-2.  予防接種体制の構築 

・ 市は、 国から の要請に基づき 、 住民が速やかに接種を受けら れよう 、 準備

期及び初動期に整理・ 構築し た接種体制に基づき 、 具体的な接種体制の構
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築を 進める。（ 総務部、 企画政策部、 保健所、 保健福祉部）  

・ 市は、 高齢者支援施設、 社会福祉施設等に入所中の者など、 接種会場での

接種が困難な者が接種を受けら れるよう 、 関係団体と 連携し 、 接種体制を

確保する。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  

 

3-2-2-3.  接種に関する情報提供・ 共有 

・ 市は、予約受付体制を 構築し 、接種を開始する。また、国の要請に基づき 、

接種に関する情報提供・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所、 保健

福祉部）  

・ 市は、 具体的な接種の進捗状況や、 ワク チンの有効性・ 安全性に関する情

報、 相談窓口（ コ ールセンタ ー等） の連絡先など、 接種に必要な情報を 住

民に提供する。（ 総務部、 企画政策部、 保健所、 保健福祉部）  

・ 特措法第 27 条の２ 第１ 項に基づく 住民接種については不安の高まり やワ

ク チン の供給量の少なさ から 混乱が生じ る 可能性が高いこ と を 考慮し た

う えで広報を行う 。（ 総務部、 企画政策部、 保健所、 保健福祉部）  

 

3-2-2-4.  接種体制の拡充 

・ 市は、 感染状況を 踏まえ、 必要に応じ て医療機関以外の接種会場の増設等

を検討する。（ 総務部、 保健所、 保健福祉部）  

・ 市は、高齢者施設等の入所者等の接種会場での接種が困難な者が接種を 受

けら れるよう 、 医師会等の関係団体と 連携し 、 接種体制を 確保する。（ 保

健福祉部、 保健所）  

 

3-2-2-5.  接種記録の管理 

・ 市は、 地方公共団体間で接種歴を 確認し 、 接種誤り を防止でき るよう 、 ま

た、 接種を 受けた者が当該接種に係る記録を 閲覧でき るよう 、 国が整備し

たシステムを 活用し 、 接種記録の適切な管理を 行う 。（ 総務部、 保健所、

保健福祉部）  

 

3-3.  健康被害救済 

・ 市は、 予防接種健康被害救済制度について被接種者へ情報提供を行い、 申

請を 受け付けるほか、申請を行おう と する被接種者等から の相談等への対

応を 適切に行う 。（ 保健所、 保健福祉部）  

 

3-4.  情報提供・ 共有 

・ 市は、 自ら が実施する予防接種に係る情報（ 接種日程、 会場、 副反応疑い
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報告や健康被害救済申請の方法等） に加え、 国が情報提供・ 共有する予防

接種に係る情報について住民への周知・ 共有を 行う 。（ 総務部、 企画政策

部、 保健所、 保健福祉部）  

・ パン デミ ッ ク 時において定期予防接種の接種率が低下する こ と がないよ

う 、市は、引き 続き 定期予防接種の必要性等の周知に取り 組む。（ 保健所、

企画政策部）  
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第８ 章 医療 

第１ 節 準備期 

１  目的 

新型イ ンフ ルエンザ等による患者数の増大に対応するため、 市は、 平時にお

いては県が進める医療提供体制整備に協力し 、 医療機関及び関係機関と の情報

交換等の場を 通じ て、 有事に備えた関係の構築と 支援を続け、 有事における新

型イ ン フ ルエン ザ等に対する 医療提供体制及び通常医療の提供体制の確保を

目指す。  

 

２  所要の対応 

1-1.  基本的な医療提供体制 

・ 市は、県及び県保健所等と 有事における役割分担をあら かじ め整理し た上

で、 1-1-1 に記載する相談センタ ーを設置する。（ 総務部、 保健所）  

・ 市は、 市民に対し て必要な医療を提供するため、 1-1-2 から 1-1-7 までの

県の医療提供体制確保の取組に協力し 、県保健所と 連携し て地域の医療提

供体制の活用を 図るほか、 感染症指定医療機関と その他の医療機関、 高齢

者施設等の関係者を有機的に連携さ せるこ と により 、市民に対し て必要な

医療を 提供する。 （ 保健福祉部、 保健所）  

・ 市は、 平時から 県及び県保健所と と も に長野圏域の医療機関、 消防機関等

と の情報交換、 訓練の場を設け、 相互の連携を深める。 （ 保健福祉部、 保

健所）  

・ 市は、医療機関や社会福祉施設等における院内及び施設内感染対策の向上

のため、 研修等を実施するほか、 医療機関、 社会福祉施設等に対し て助言

指導を 行う 。 （ 保健所、 保健福祉部）  

 

1-1-1.  相談センタ ー  

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等の国内外での発生を 把握し た段階で、 早期に

相談センタ ーを 整備する。（ 総務部、 保健所）  

・ 相談センタ ーは、 発生国・ 地域から の帰国者等や有症状者等から の相談を

受け、 受診先の案内を 行う 。（ 保健所）  

 

1-1-2.  感染症指定医療機関 

・ 新たな感染症が発生し た場合は、新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に係る発

生等の公表75前は、 感染症指定医療機関が中心と なっ て対応する。  

 

75 感染症法第 16 条第２ 項に規定する新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に係る発生等の公表をいう 。 以下同じ 。  
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・ 公表後も 、 感染症指定医療機関は、 地域の感染症医療提供体制の中核と し

て役割を果たす。  

 

1-1-3.  病床確保を 行う 協定締結医療機関76（ 第一種協定指定医療機関77）  

・ 病床確保を 行う 協定締結医療機関は、 県と 締結し た協定に基づき 、 県から

の要請に応じ て、 病床を確保し 、 入院医療を 提供する。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の流行初期（ 新型イ ンフ ルエンザ等感染症等に係る

発生等の公表から 約３ か月を 想定。 以下こ の章において同じ 。 ） において

は、 感染症指定医療機関及び公立・ 公的医療機関を 中心に対応を行い、 そ

の後状況に応じ てその他の協定締結医療機関も 対応を行う 。  

 

1-1-4.  発熱外来を 行う 協定締結医療機関78（ 第二種協定指定医療機関79）  

・ 発熱外来を 行う 協定締結医療機関は、 県と 締結し た協定に基づき 、 県か

ら の要請に応じ て、 全国的に検査の実施環境が整備さ れる中で、 発熱患

者等専用の診察室を設ける等、 発熱患者等の診療を 行う 。  

・ 新型イ ンフ ルエンザ等の流行初期においては、 感染症指定医療機関及び

公立公的医療機関を中心に対応を 行い、 その後状況に応じ て、 その他の

協定締結医療機関も 対応を 行う 。  

 

1-1-5.  自宅療養者等への医療の提供を行う 協定締結医療機関80（ 第二種協定

指定医療機関）  

・ 自宅療養者等への医療の提供を 行う 協定締結医療機関は、県と 締結し た協

定に基づき 、 県から の要請に応じ て、 病院、 診療所、 薬局及び訪問看護事業

所において、 自宅療養者、 宿泊療養者及び高齢者施設等における療養者に対

し て、 往診、 電話・ オンラ イ ン診療、 調剤・ 医薬品等交付・ 服薬指導、 訪問

看護等を 行う 。  

 

1-1-6.  後方支援を 行う 協定締結医療機関81  

・ 後方支援を 行う 協定締結医療機関は、 県と 締結し た協定に基づき 、 県か

ら の要請に応じ て、 新型イ ンフ ルエンザ等以外の患者や新型イ ンフ ルエ

ンザ等から 回復後の患者の受入れを 行う 。  

 

76 感染症法第 36 条の２ 第１ 項第１ 号に規定する措置を内容と する協定を締結し た医療機関をいう 。  

77 感染症法第６ 条第 16 項に規定する第一種協定指定医療機関をいう 。 以下同じ 。  

78 感染症法第 36 条の２ 第１ 項第２ 号に規定する措置を内容と する協定を締結し た医療機関。  

79 感染症法第６ 条第 17 項に規定する第二種協定指定医療機関をいう 。 以下同じ 。  

80 感染症法第 36 条の２ 第１ 項第３ 号に規定する措置を内容と する協定を締結し た医療機関。  

81 感染症法第 36 条の２ 第１ 項第４ 号に規定する措置を内容と する協定を締結し た医療機関。  
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1-1-7.  医療人材の派遣を 行う 協定締結医療機関82 

・ 医療人材の派遣を 行う 協定締結医療機関は、 県と 締結し た協定に基づき 、

県から の要請に応じ て、 新型イ ンフ ルエンザ等に対応するため、 医療人材

を医療機関等に派遣する。  

 

1-2.  医療提供体制の整備 

・ 県は、県予防計画及び医療計画に基づく 医療提供体制の目標値を 設定する

と と も に、 地域の医療機関等の役割分担を 明確化し 、 新型イ ンフ ルエンザ

等の発生時における医療提供体制を 整備する。  

・ 県は、 県予防計画及び医療計画に基づき 、 医療機関と の間で、 病床確保、

発熱外来、 自宅療養者等への医療の提供、 後方支援又は医療人材の派遣に

関する協定を締結する。  

・ 市は、 県の医療提供体制整備のための協定の締結に協力し 、 平時から 長野

圏域の医療機関等と の連携を図り 、 感染症対策に関する支援を 行う 。（ 保

健所）  

・ 市は、県が民間宿泊事業者等と の間で協定を締結し た宿泊療養施設につい

て 83、対応期において軽症者等を 受け入れる場合の運営等に協力する。（ 総

務部、 保健所）  

 

1-3.  研修や訓練の実施を 通じ た関係機関と の連携等 

・ 市は、 新型イ ンフ ルエンザ等が発生し た際に対応ができ るよう 、 平時から

研修及び訓練等を 実施し 、 県、 県保健所、 医療機関、 消防機関、 高齢者施

設等と の連携を 図る。（ 総務部、 保健所、 関係部局）  

・ 市は、 速やかに有事体制に移行するための、 感染症危機管理部局に限ら な

い全庁的な研修・ 訓練を 行う 。 その際、 総務部が主体と なり 、 多様な機関

に対し て訓練の参加を 促進する。（ 総務部、 保健所、 全部局）  

・ 感染症指定医療機関は、新型イ ンフ ルエンザ等の患者の受入れを 適切に実

施するため、平時から 新型イ ンフ ルエンザ等の発生等を想定し た訓練を 行

う と と も に、長野圏域の感染症指定医療機関と の間において感染症の対応

方法等に関する相互の情報交換に努める。（ 保健所）  

 

 

1-4.  特に配慮が必要な患者に関する医療提供体制の確保 

 

82 感染症法第 36 条の２ 第１ 項第５ 号に規定する措置を内容と する協定を締結し た医療機関。  

83 感染症法第 36 条の６ 第１ 項第１ 号ロ 

 


